
市税の納付について

　令和8年度　市税　納税カレンダー
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

4月30日 6月1日 6月30日 7月31日 8月31日 9月30日 11月2日 11月30日 12月28日 2月1日 3月1日 3月31日

5月13日 6月15日 7月13日 8月13日 9月14日 10月13日 11月13日 12月14日 1月13日 2月15日 3月15日 4月13日

１期 ２期 ３期 ４期

１期 ２期 ３期 ４期

全期

１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期 １０期

■　納付方法　■

■　口座振替　■

＊口座振替ができる金融機関 京都銀行・京都北都信用金庫・京都農業協同組合・京都府信用漁業協同組合連合会
但馬信用金庫・ゆうちょ銀行の各支店

＊口座振替日 納期限日に振替を行います。残高不足等により振替できなかった場合には再振替を行います。
＊振替日は納税カレンダーをご確認ください。

■　市税の納付場所　■
＊金融機関等 京都銀行・京都北都信用金庫・京都農業協同組合・京都府信用漁業協同組合連合会・但馬信用金庫

ゆうちょ銀行・郵便局の各支店
＊コンビニ 地銀ネットワークサービス㈱提携コンビニエンスストア（ホームページ等参照）
＊スマートフォンアプリ PayPay・ｄ払い・auPAY・FamiPay（ホームページ等参照）
　（バーコード読取）
＊QRコード 地方税統一QRコード対応等（ホームページ等参照）
＊峰山庁舎及び各市民局窓口

　市税は、金融機関の預貯金口座から自動的に振り替えて納めることができます。口座振替納税は、一度申し込むと翌年度以降も継続されます。
安心、便利な口座振替納税をぜひご利用ください。

納期限/口座振替日

再振替日

市府民税（普徴）

固定資産税

軽自動車税

国民健康保険税

　市税の納付方法には、指定する預貯金口座から税額を振り替える口座振替と、市役所から納税通知書とともに送付された納付書による

窓口納付(コンビニ・スマートフォンアプリ含む）があります。


